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みやざきの子どもを支える問題解決啓発リーフレット No.２

き けん せい

ネットにひそむＳＮＳの危険性
とう こう

～その投稿、ちょっとまって！～
し

デジタルタトゥーを知っていますか？
とう こう こう どう はつ げん が ぞう どう が じょうほう かん たん さく

インターネット上に投稿した行動や発言、画像や動画などの情報を簡単には削
じょ い み こと ば からだ い け

除できないという意味の言葉です。体にタトゥーを入れたあとに、消そうとし
かん たん け いち ど かく さん はん えい きゅう てき のこ つづ

ても簡単に消すことができないように、一度拡散されると、半永久的に残り続
                       かん ぜん さく じょ むずか

け、完全に削除することが難しくなります。

デジタルタトゥーにならないようにするには

誰かの迷惑行為になることは絶対にしない

不適切な写真・動画を絶対に投稿・拡散しない

面白がって友だちが投稿しようとしてたら「ダメ」と伝えよう

アカウントのセキュリティを強化しよう

✓

✓

✓

✓

今回の投稿だけでは
なく、過去の投稿やコ
メント欄から繋がりを
見つけて、個人情報が
特定されてしまうよ。

図書館の本に落書き
しちゃったよ～(^^)/
＃いたずら
＃悪ふざけ

やばいこと
やってるな
炎上させてやろう

○○くん
また投稿してる
シェアしとこ

いろいろな形で
拡散されていきます

気づいてみたら･･･

え？この人やばくない？

他の投稿見たけどこの人
         ○○県の○○中らしいよ。

この人知ってる。
ここ○○図書館じゃない？     

みんなどんどん拡散しよー。
こんな人許せないよね。

情報特定！！
氏名：○○ ××
学校：△△中学校３年

         住所：○○県○○市○○町

こんなつもり
じゃなかったの
に･･･

特に衛生面が重視される飲食店での迷惑行為は、お店の信用をなくし、客数や売上の減少、被害に対する対応
をしなければならないなど損害が大きくなり、訴えられることになってしまうケースが多い。
○バイトテロ
店の従業員として働くアルバイトが、商品や道具を使用して悪ふざけを行っている様子が拡散され炎上した。

○お店での迷惑行為
客としてお店を利用し、店の商品に悪質ないたずらを行っている様子が、拡散され炎上した。

○犯罪行為の自慢
万引きや盗撮、未成年の飲酒・喫煙などの行為を「すごいだろ！」「こんなことやってんだぞ！」のように、
周囲の人や友だち、フォロワーなどにマウントを取ろうとしてＳＮＳにあげたものが拡散され炎上した。

デジタルタトゥーとなった事例

○○くん
また投稿してる
リツイートしとこ



トラブルが起きてしまったら？
もしくは

トラブルが起きる前に！
～ひとりで悩まずに相談を～
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宮崎県子どもＳＮＳ相談

24時間子供SOSダイヤル（文部科学省）

インターネット人権相談窓口（法務省）違法・有害情報相談センター

薬物に関するものｲﾝﾀｰﾈｯﾄﾄﾗﾌﾞﾙ事例集（総務省）

18さいまでの子どもがつながる

チャイルドライン

SNS相談窓口を開設しています。
この窓口では、いじめや友人関係、学校生活に関する
ことや家族に関することまで、あなたの悩みを相談す
ることができます。
ひとりで悩まずに、気軽に相談してください。

毎週月曜日～金曜日 17:00～21:00

◆厚生労働省 あやしいヤクブツ連絡ネット
電話 03-5542-1865

◆薬物乱用防止相談窓口（宮崎県）
宮崎県薬務対策室
電話 0985-26-7060

宮崎県精神保健福祉センター
電話 0985-27-5663

LINE WEB

いじめ問題やその他のSOS
全般に悩む子どもや保護者
が24時間いつでも相談でき
ます。
電話 0120ｰ0-78310

18歳までの子どものための
相談先。お説教や命令、意
見の押し付けはしません。
どうしたらいいかを一緒に
考えましょう。
電話 0120-99-7777

インターネット上の違法・
有害情報に対して、アドバ
イス関連の情報提供等をお
こなう相談窓口です。様々
な内容を取り扱っています。

法務省の人権相談窓口です。
相談フォームを送信すると、
最寄りの法務局から回答が
きます。

インターネット活用上のト
ラブル事例に対して、どう
対応すればよいの？どう予
防したらいいの？をわかり
やすく説明しています。

どんなに注意をしていても、トラブルが起こってしまうことはあります。
また、ネットトラブルには様々なケースがあり、「ここに相談すれば大丈夫」という場
所はありません。不安なことがあった時には、まずは保護者に相談し、その上で適切な相
談先に連絡しましょう。
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